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平成９年度～平成２５年度事業着手年度

一　関　市

岩手県一関市
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（区分：水道未普及地域解消事業） 平成１９年１１月　９日

■当時の状況

■必要性

事
業
の
目
的
・
必
要
性

　未普及地域の飲用井戸等における飲料水不足や水質の悪化及び住民の不安を解消するた
め、十分に水質管理がなされた水の安定供給が必要である。

　本事業は水道の新設により、水道未普及地域の解消を図るものである。

工　　　　期

真滝・弥栄簡易水道事業

　旧一関市の水道事業は、昭和8年に上水道事業創設以来、都市化の進展に伴う給水人口の増
加や産業の集積による水需要の増大等に対応すべく、７次にわたり拡張事業を実施し、水道設備
の整備、給水区域の拡大を図り、水道の普及に努めてきた。
　一方、上水道区域に含まれていない、真滝及び弥栄地区においては、多くの箇所で飲料水不
足、水質の悪化等がみられること、さらに弥栄地区では国道284号北上大橋架け替えによる家屋
移転、真滝滝沢地区では国道284号沿いに著しい住宅化の進行がみられ、水道の早期整備につ
いて強く要望されていた。
　このことから、平成7年度「一関市水道施設整備基本計画」を策定し、同地区の給水計画につい
て検討した。
　同地区の水源については、弥栄小間木地区で昭和54年に実施した水源調査資料を基に、平成
8年2月再度揚水試験を実施した。その結果、水道水源として必要な水量を確保できる見込みが
ついた。
　このことにより、真滝・弥栄地区の水道整備は、簡易水道事業として水道未普及地域解消事業
の国庫補助の導入を図りながら、平成8年度の事業認可を得て、平成9年度より着手し、水道施設
を整備し水道の普及を図り、地域住民の飲料水不足を解消するとともに地域社会経済活動の進
展に資するものとして事業化された。
■事業計画概要
　目標年次　平成２０年度
　計画給水人口　３，６１０人
　計画一日最大給水量　１，１４０ｍ3/日
　施設計画
　　小間木水源　浅層地下水
　　小間木取水場　φ３．５ｍ　Ｈ＝２３．８ｍ　放射状集水管
　　　　　　　　　　　　取水ポンプ　φ１００　３７kw　Ｑ＝０．８ｍ3/分　Ｈ＝１５７ｍ
　　導水管　　　　　φ１５０　Ｌ＝１，４１５ｍ
　　小間木浄水場　次亜塩素酸ナトリウム注入
　　小間木配水池　５３５ｍ3　　藤ノ沢配水池　２４５ｍ3　　丑子畑配水池　　５１ｍ3
　　配水管　　　　　φ３００～５０　Ｌ＝１３３，７００ｍ
　　草ヶ沢加圧ポンプ場　φ４０　２．２kw　Ｑ＝１０３㍑／分　Ｈ＝４５ｍ

今回見直し総事業費 ５,１６９百万円

事　業　概　要

■目的



（６）その他関連事項

　水道法の事業計画にあっては、浄水方法の変更を届け出により行うこととしている。また、工事に
関する道路占用等の手続きにあっては順次行うこととしている。

　目標年次を平成25年度とし、計画的に整備を図る。

　特になし。

　特になし。
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（５）その他関連事項

（４）事業実施上の課題

　事業採択後、小間木取水場、導水管路、小間木配水池について、用地を取得してきた。浄水場
用地については施工年次前年度までに取得する見込みである。

（５）技術開発の動向

（４）関連事業との整合

（３）当該事業に係る水道事業者等の要望

　国・県・市道の改良整備事業と整合を図りつつ、配水管整備を行う。
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（２）代替案の検証

（１）コスト縮減方策

　本事業を遂行するに当たり、工事の計画・設計等において工事コストの縮減や時間的コストの低
減化に努める。その為には、新技術の情報収集等も必要不可欠である。

　代替案としては、各家庭で井戸を新設すること、近隣他水道事業から給水することを考えたが、
費用対効果や水源水量等を検証し、簡易水道事業が優位にあると判断した。

（１）水道事業の水需要動向等

（３）工事工程

（２）関連法手続きの見通し

（１）用地取得の見通し

　土木については最新の工法や製品を使用、機械・電気計装については、最新の技術を導入す
ることとしている。特に電気計装の分野にあっては、技術の進歩が早いので、常に情報収集に努
める。

　特になし。

　給水人口が減少傾向を示しており、平成20年度を目標年次とした最大給水量1,140m
3
/日よりも

平成25年度を目標年次にした最大給水量は1,008m
3
/日と減少する見込みである。

（２）水源の水質の変化等

　水源の水質は、通常濁度、色度、有機物等低い値を示し、良好な状態であるが、大腸菌が検出
されており、クリプトスポリジウム等病原性原虫対策が必要である。

　区域全域を普及地域とするため、計画的に整備を図っている。また、浄水場を設け、水源水質
に対応していこうと考えている。



　小間木水源にクリプトスポリジウム等病原性原虫対策が必要であるので、膜ろ過処理設備を整
備する。配水池については、配水系統の見直しを行い、丑子畑配水池の建設を中止にし、管路
のループ化により水圧の安定を図ることとしたほかは原計画通りとする。また、事業期間について
は、平成25年度事業完了予定とする。
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　「水道事業の費用対効果分析マニュアル」（厚生労働省健康局水道課）に基づき、換算係数法
により「総費用」「総便益」を算定する。

②便益の算定

■費用便益比の算定（評価の基準年度：平成１９年度）

　費用便益比が1.0以上となることから、事業全体の投資効率性は妥当であると判断できる。

④費用便益比の算定

③費用の算定

　　費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.31＞1.00

　　総便益（Ｂ）＝21,025百万円

　費用については、建設費（取水、導水、浄水、配水施設）、用地費に維持管理費を加えた合計
金額を算定した。

　　総費用（Ｃ）＝6,344百万円

　「総便益」を「総費用」で除して、費用便益比を算定した。

①費用便益比の算定について

④費用便益比の算定

①費用便益比の算定について

■費用便益比の算定（評価の基準年度：平成19年度）

②便益の算定

③費用の算定

　未給水区域の需要者が独自に水を確保する費用として、井戸を建設し、水道と同等の管理を行
う場合の費用を算定した。

　　総便益（Ｂ）＝1,043百万円

　「水道事業の費用対効果分析マニュアル」（厚生労働省健康局水道課）に基づき、換算係数法
により「総費用」「総便益」を算定する。

　本事業を実施しない場合、需要者が独自に水を確保する費用として、井戸を建設し、水道と同
等の管理を行う場合の費用を算定した。

　費用便益比が1.0以上となることから、事業全体の投資効率性は妥当であると判断できる。

　未普及地域解消の全体事業、未給水区域に対しての残事業のいずれにおいても費用便益比は1.0を
超え、事業の実施の妥当性があるものと考えられ、事業を継続するものとする。
　ただし、クリプトスポリジウム等病原性原虫対策としての膜ろ過設備を整備すること、配水系統の再検
討により、丑子畑配水池を整備しないこと等の計画変更が必要であるため、「事業計画等の見直し」とす
る。

総合評価（対応方針）

　費用については、平成19年度以降の建設費（配水管布設）を算定した。

　　総費用（Ｃ）＝774百万円

　　費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.34＞1.00
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　「総便益」を「総費用」で除して、費用便益比を算定した。


